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(57)【要約】
【課題】　携帯性が高く、安定して移動することができ
る携帯型超音波診断装置用カート、又は携帯型超音波診
断装置用カートに携帯型超音波診断装置を載置した携帯
型超音波ユニットを提供する。
【解決手段】　超音波探触子のコネクタを取り付けるこ
とができる携帯型超音波診断装置100のコネクタ接続部1
08に取り付けることにより、携帯型超音波診断装置100
と電気的に接続するカートコネクタ220と、カートコネ
クタ220がコネクタ接続部108から取り外された際、カー
トコネクタ220を保持するカートコネクタホルダ214とを
備える。
【選択図】　　　　　図2
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯型超音波診断装置を載置するための天板と、前記天板を支持する支柱と、前記支柱
を支持する複数の脚部と、前記脚部に取り付けられた車輪とを有する携帯型超音波診断装
置用カートであって、
　前記携帯型超音波診断装置のコネクタ接続部に取り付けることにより、前記携帯型超音
波診断装置と電気的に接続するカートコネクタと、前記カートコネクタが前記コネクタ接
続部から取り外された際、前記カートコネクタを保持するカートコネクタホルダとを備え
ることを特徴とする携帯型超音波診断装置用カート。
【請求項２】
　前記カートコネクタホルダは、前記天板に設置されていることを特徴とする請求項１記
載の携帯型超音波診断装置用カート。
【請求項３】
　前記カートコネクタホルダの一部が前記天板の下面に設置されており、前記カートコネ
クタホルダが前記天板の下面から引き出されていることを特徴とする請求項１記載の携帯
型超音波診断装置用カート。
【請求項４】
　前記カートコネクタホルダは、前記天板に対して水平方向にスライドするスライド機構
を有していることを特徴とする請求項１記載の携帯型超音波診断装置用カート。
【請求項５】
　前記カートコネクタホルダは、前記カートコネクタを受けて収容するカートコネクタ受
容部と、前記天板に対して前記カートコネクタ受容部とともにスライド動作を行うスライ
ド部とから構成されていることを特徴とする請求項１記載の携帯型超音波診断装置用カー
ト。
【請求項６】
　前記天板の下面には、前記カートコネクタホルダの前記スライド部をスライド可能に挿
設する挿設部が備えられ、前記スライド部には、前記スライド部のスライド幅を制限する
スライド制限部が固設して備えられていることを特徴とする請求項５記載の携帯型超音波
診断装置用カート。
【請求項７】
　前記カートコネクタホルダに保持された前記カートコネクタが前記天板の上面位置より
も上方に突出しないように、前記カートコネクタホルダが前記天板に設置されていること
を特徴とする請求項２記載の携帯型超音波診断装置用カート。
【請求項８】
　前記カートコネクタホルダに保持された前記カートコネクタが前記天板の下面位置より
上方に突出するように、前記カートコネクタホルダが前記天板に設置されていることを特
徴とする請求項２記載の携帯型超音波診断装置用カート。
【請求項９】
　前記請求項１乃至８いずれか一項記載の携帯型超音波診断装置用カートに携帯型超音波
診断装置を載置したことを特徴とする携帯型超音波ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯型超音波診断装置を搭載することができる携帯型超音波診断装置用カー
トと、携帯型超音波診断装置用カートに携帯型超音波診断装置を載置した携帯型超音波ユ
ニットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　携帯型超音波診断装置として、近年ノートパソコン型のものが開発されている(特許文
献1)。携帯型超音波診断装置は、操作者が手で持ち運ぶことができ、被検体の近くの机等



(3) JP 2013-172777 A 2013.9.5

10

20

30

40

50

に載置して、超音波探触子を被検体に接触させ、得られた超音波断層像等を、内蔵する表
示部に表示することができる。
【０００３】
　特許文献1には、携帯型超音波診断装置を搭載し、携帯型超音波診断装置と電気的に接
続されるドッキングカートを開示している。このドッキングカートは、携帯型超音波診断
装置の表示部とは別に、専用の表示部や操作パネルや信号処理装置を備えている。ドッキ
ングカートの信号処理装置は、携帯型超音波診断装置が取得した画像データを受け取って
画像処理を施し、ドッキングカートの表示部に表示させる等の動作を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表2006-519684号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　携帯型超音波診断装置を搭載することができる携帯型超音波診断装置用カートは、被検
体の近くに設置する必要があるため、携帯性が高く、安定して移動することができること
が望まれる。
【０００６】
　しかしながら、特許文献1に記載のドッキングカートは、超音波探触子と携帯型超音波
診断装置とを繋ぐコネクタと、携帯型超音波診断装置とドッキングカートとを繋ぐコネク
タが別々に構成されている。また、携帯型超音波診断装置をドッキングカートに取り付け
ることを可能にするドッキングストラクチャがドッキングカートから突出しているため、
その分、携帯性が低くなってしまい、安定して移動することが困難であることが考えられ
る。
【０００７】
　本発明の目的は、携帯性が高く、安定して移動することができる携帯型超音波診断装置
用カート、又は携帯型超音波診断装置用カートに携帯型超音波診断装置を載置した携帯型
超音波ユニットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明の携帯型超音波診断装置用カート又は携帯型超音波ユ
ニットは、超音波探触子のコネクタを取り付けることができる携帯型超音波診断装置のコ
ネクタ接続部に取り付けることにより、携帯型超音波診断装置と電気的に接続するカート
コネクタと、カートコネクタがコネクタ接続部から取り外された際、カートコネクタを保
持するカートコネクタホルダとを備える。
【０００９】
　よって、コネクタ接続部を共通化しているため、携帯型超音波診断装置及び携帯型超音
波診断装置用カートから突出する部分が少なくなり、携帯型超音波診断装置を搭載した場
合であっても携帯型超音波診断装置用カートの携帯性が高くなる。また、カートコネクタ
ホルダによってカートコネクタが保持され、カートコネクタが遥振することがなくなるた
め、安定して携帯型超音波診断装置用カート又は携帯型超音波ユニットを移動することが
できる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の携帯型超音波診断装置用カート又は携帯型超音波ユニットによれば、携帯性が
高く、安定して移動することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の携帯型超音波診断装置の外観図
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【図２】本発明の携帯型超音波診断装置用カートの外観図
【図３】本発明の携帯型超音波診断装置用カートのカートコネクタホルダ周辺を示す図
【図４】本発明の携帯型超音波診断装置用カートのカートコネクタホルダにカートコネク
タを保持した形態を示す図
【図５】本発明の携帯型超音波診断装置用カートのカートコネクタホルダのスライド機構
及び動作を示す概略図
【図６】本発明の携帯型超音波診断装置用カートに携帯型超音波診断装置を設置した1形
態を示す図
【図７】本発明の携帯型超音波診断装置用カートに携帯型超音波診断装置を設置した1形
態を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を用いて、本発明の実施例を説明する。
【実施例】
【００１３】
　図1は、本発明の携帯型超音波診断装置100の外観図である。図1に示すように、携帯型
超音波診断装置100は、構造体として、主な処理機能を持つ装置を収納する本体筐体102と
、操作者が操作する操作部を備えたキーボード筐体104と、画像を表示する表示部を備え
た表示筐体106とを備えている。
【００１４】
　また、本体筐体102には、複数の種類のコネクタを接続することができるコネクタ接続
部108が搭載されている。例えば、超音波を送受信する超音波探触子のコネクタをコネク
タ接続部108に取り付けて接続することにより、超音波探触子が携帯型超音波診断装置100
に接続される。このように、超音波探触子が携帯型超音波診断装置100に接続されること
により、超音波探触子を用いて超音波を送受信することができる。
【００１５】
　携帯型超音波診断装置100のキーボード筐体104と本体筐体102は、相互にヒンジ110によ
り接続されている。表示筐体106と本体筐体102は、相互にヒンジ112により接続されてい
る。ヒンジ110とヒンジ112の機構により、図1に示すように、キーボード筐体104を水平に
配置し、表示筐体106を開いて垂直に立てた姿勢にしたり、ヒンジ112の軸(鉛直方向)を中
心にして表示筐体106を回転させたりすることができる。さらに、キーボード筐体104およ
び表示筐体106を重ねて水平にする姿勢、キーボード筐体104および表示筐体106を重ねて
垂直にたてた姿勢にすることもできる。
【００１６】
　図2～7は、主に本発明の携帯型超音波診断装置用カート200とカートコネクタホルダ214
を説明するための図である。
【００１７】
　図2は、本発明の携帯型超音波診断装置用カート200の外観図である。携帯型超音波診断
装置用カート200は、携帯型超音波診断装置100を載置するための天板202と、天板202を昇
降可能に支持する支柱204と、支柱204を支持する複数の脚部206と、複数の脚部206に取り
付けられた車輪208とを有している。
【００１８】
　また、携帯型超音波診断装置用カート200は、複数の超音波探触子を保持する複数の探
触子ホルダ210と、複数の超音波探触子のコネクタを接続する複数のコネクタ接続部212と
、超音波探触子のコネクタを取り付けることができる携帯型超音波診断装置100のコネク
タ接続部108に取り付けることにより、携帯型超音波診断装置100と電気的に接続するカー
トコネクタ220と、カートコネクタ220がコネクタ接続部108から取り外された際、カート
コネクタ220を保持するカートコネクタホルダ214とを備える。さらに、携帯型超音波診断
装置用カート200は、複数の超音波探触子のコネクタを保持するコネクタ保持部216を備え
る。
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【００１９】
　複数の種類(大きさ)の異なる超音波探触子のコネクタに合わせて、携帯型超音波診断装
置用カート200には、複数の種類(大きさ)のコネクタ接続部212が設置されている。例えば
、図2に示すように、携帯型超音波診断装置用カート200には、小さい超音波探触子のコネ
クタに合わせたコネクタ接続部212が2箇所、大きい超音波探触子のコネクタに合わせたコ
ネクタ接続部212が1箇所設置されている。よって、種類の異なる超音波探触子を携帯型超
音波診断装置用カート200に接続して、超音波を送受信することができる。
【００２０】
　図3は、図2の破線領域250内の携帯型超音波診断装置用カート200のカートコネクタホル
ダ214周辺を示す図である。図4は、携帯型超音波診断装置用カート200のカートコネクタ
ホルダ214にカートコネクタ220を保持した形態を示す図である。
【００２１】
　図3に示すように、携帯型超音波診断装置用カート200のカートコネクタホルダ214は、
携帯型超音波診断装置100を載置するための天板202に設置されている。カートコネクタホ
ルダ214の一部が携帯型超音波診断装置100を載置するための天板202の下面に設置されて
おり、カートコネクタホルダ214が天板202の下面から引き出されている。また、カートコ
ネクタホルダ214は、天板202に対して水平方向(矢印方向)にスライドするスライド機構を
有している。よって、カートコネクタホルダ214を天板202に対して水平方向(矢印方向)に
スライドさせることにより、カートコネクタホルダ214を天板202の下面に収納することが
できる。
【００２２】
　具体的には、カートコネクタホルダ214は、携帯型超音波診断装置用カート200のカート
コネクタ220を受けて収容するカートコネクタ受容部300と、天板202に対してカートコネ
クタ受容部300とともにスライド動作を行うスライド部302とから構成されている。
【００２３】
　カートコネクタ受容部300は、カートコネクタ220がカートコネクタ受容部300内に入り
込めて収容することができるように、カートコネクタ220に合うように構成されている。
カートコネクタ受容部300は、カートコネクタ220よりも大きく形成されている。
【００２４】
　また、カートコネクタ受容部300は、金属を糸状に形成された複数の針金で構成されて
いる。カートコネクタ受容部300は、U字状に形成された複数の針金を所定間隔毎に交差さ
せることによって網状に形成されている。
【００２５】
　スライド部302は、カートコネクタ受容部300と同様に、金属を糸状に形成した複数の針
金で構成されている。スライド部302を構成する針金は、カートコネクタ受容部300におけ
るU字状に形成された針金に連結され、携帯型超音波診断装置100を載置するための天板20
2の下面に沿うように直線状になっている。
【００２６】
　また、カートコネクタ220がカートコネクタ受容部300に保持される際、カートコネクタ
220に固設されているケーブル222が複数の針金に掛かってカートコネクタ220が傾かない
ように、ケーブル222を通すための切り欠きを有している。具体的には、U字状に形成され
た針金の底面にケーブル222が収まるようになっている。
【００２７】
　図4に示すように、携帯型超音波診断装置用カート200のカートコネクタ220は、カート
コネクタホルダ214に保持される。
【００２８】
　携帯型超音波診断装置用カート200と電気的な送受信を行なうケーブル222が携帯型超音
波診断装置用カート200から引き出されている。ケーブル222は電線と電線を保護する保護
膜で覆われて構成されたものである。
【００２９】
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　ケーブル222の先端には、携帯型超音波診断装置100と携帯型超音波診断装置用カート20
0を電気的に接続するカートコネクタ220が設置されている。例えば、携帯型超音波診断装
置100を携帯型超音波診断装置用カート200の天板202に設置せずに携帯型超音波診断装置
用カート200を移動する際、カートコネクタ220はカートコネクタホルダ214に保持される
。
【００３０】
　カートコネクタホルダ214に保持されたカートコネクタ220が天板202の上面位置よりも
上方に突出しないように、カートコネクタホルダ214の高さが定められて、カートコネク
タホルダ214が天板202に設置されている。カートコネクタ220が天板202の上面位置よりも
上方に突出しないため、携帯型超音波診断装置100を携帯型超音波診断装置用カート200の
天板202に設置する際、カートコネクタ220が携帯型超音波診断装置100と接触しない。よ
って、カートコネクタ220を機械的な接触で故障させることを少なくすることができる。
このように、カートコネクタ220はカートコネクタホルダ214に保持されるため、携帯型超
音波診断装置用カート200の移動の際、携帯型超音波診断装置用カート200の振動などによ
り携帯型超音波診断装置用カート200から引き出されているケーブル222を介して、カート
コネクタ220が左右に揺れ動くことがなくなる。つまり、携帯型超音波診断装置用カート2
00を移動する際、カートコネクタ220が遥振することがなくなる。よって、カートコネク
タ220を機械的な接触で故障させることを少なくすることができる。
【００３１】
　このように、カートコネクタ220がカートコネクタホルダ214に保持されることにより、
安定して携帯型超音波診断装置用カート200を移動することができる。
【００３２】
　なお、カートコネクタホルダ214に保持されたカートコネクタ220が天板202の下面位置
より上方に突出するように、カートコネクタホルダ214の高さが定められて、カートコネ
クタホルダ214が天板202に設置されている。カートコネクタ220がカートコネクタホルダ2
14に保持された状態でカートコネクタホルダ214を天板202の側面端部に対して垂直方向(
矢印方向)にスライドすると、カートコネクタ220が天板202の側面端部に衝突する。つま
り、カートコネクタ220がカートコネクタホルダ214に保持された状態では、カートコネク
タホルダ214を天板202の下面に収納することができないようになっている。
【００３３】
　図5は、携帯型超音波診断装置用カート200のカートコネクタホルダ214のスライド機構
及び動作を示す概略図であり、カートコネクタホルダ214におけるカートコネクタ受容部3
00とスライド部302の一部が含まれる側面図である。
【００３４】
　携帯型超音波診断装置用カート200の天板202の下面には、直線状に形成されたカートコ
ネクタホルダ214のスライド部302をスライド可能に挿設する挿設部304、306が備えられて
いる。スライド部302は、図5において左右方向にスライドする。また、スライド部302に
は、スライド部302のスライド幅を制限するスライド制限部308、310が固設して備えられ
ている。スライド制限部308、310は、例えば、スライド部302から突出している突起部で
ある。よって、スライド制限部308、310は、スライド部302のスライドとともに一体とな
って移動する。
【００３５】
　スライド部302から突出されたスライド制限部308、310が挿設部304、306に接触するこ
とにより、スライド部302すなわちカートコネクタホルダ214のスライドが制限される。
【００３６】
　スライド制限部308が挿設部304に接触することにより、スライド部302の左方向のスラ
イドが制限される。スライド部302の左方向は、カートコネクタホルダ214のカートコネク
タ受容部300が収納される方向である。
【００３７】
　スライド制限部308と挿設部304は、カートコネクタホルダ214のカートコネクタ受容部3
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00が携帯型超音波診断装置用カート200の天板202の下面に収納することができるようにそ
れぞれ設置されている。具体的には、スライド制限部308と挿設部304の接触位置は、カー
トコネクタホルダ214のカートコネクタ受容部300が携帯型超音波診断装置用カート200の
天板202の下面に収納した位置となっている。
【００３８】
　なお、カートコネクタ受容部300を天板202の下面に完全に収納する形態に限らず、複数
の超音波探触子を保持する探触子ホルダ210の縁に合わせてカートコネクタ受容部300を収
容することができるように、スライド制限部308と挿設部304の接触位置を設定することも
できる。
【００３９】
　また、スライド制限部310が挿設部306に接触することにより、スライド部302の右方向
のスライドが制限される。スライド部302の右方向は、カートコネクタホルダ214のカート
コネクタ受容部300が引き出される方向である。
【００４０】
　スライド制限部310と挿設部306は、カートコネクタホルダ214のカートコネクタ受容部3
00が携帯型超音波診断装置用カート200の天板202から引き出すことができるようにそれぞ
れ設置されている。具体的には、スライド制限部310と挿設部306の接触位置は、カートコ
ネクタホルダ214のカートコネクタ受容部300が携帯型超音波診断装置用カート200の天板2
02から引き出された位置、カートコネクタ受容部300がカートコネクタ220を保持できる位
置となっている。
【００４１】
　ここでは、スライド制限部308、310の間隔と挿設部304、306の間隔の差がスライド部30
2すなわちカートコネクタホルダ214のスライド幅となる。
【００４２】
　なお、スライド制限部がスライド部302から突出された形態を示したが、この形態に限
られず、スライド制限部は、携帯型超音波診断装置用カート200の天板202の下面から突出
し、スライド部302自体に接触してスライドを制限する突起部であってもよい。
【００４３】
　図5(a)は、カートコネクタホルダ214が携帯型超音波診断装置用カート200の天板202か
ら引き出され、カートコネクタ220がカートコネクタホルダ214に保持された形態を示して
いる。スライド制限部310が挿設部306に接触され、スライド部302の右方向のスライドが
制限される。図5(a)に示す形態は、カートコネクタ受容部300がカートコネクタ220を保持
できる位置となっている。
【００４４】
　ここで、カートコネクタ受容部300を使用しない(収納する)場合、まず、カートコネク
タ受容部300からカートコネクタ220を取り外す。そして、図5(a)に示す形態からカートコ
ネクタ受容部300を左方向に押すことにより、図5(b)に示すように、カートコネクタ受容
部300をスライド部302とともに左方向にスライドする。
【００４５】
　そして、図5(b)に示す形態からカートコネクタ受容部300をさらに左方向に押すことに
より、図5(c)に示すように、スライド制限部308が挿設部304に接触され、スライド部302
の左方向のスライドが制限される。このように、カートコネクタホルダ214のカートコネ
クタ受容部300が携帯型超音波診断装置用カート200の天板202の下面に収納することがで
きる。
【００４６】
　一方、カートコネクタ受容部300を使用する(収納しない)場合、図5(c)に示す形態から
カートコネクタ受容部300を右方向に引き出すことにより、図5(b)に示す形態を経て、図5
(a)に示すように、カートコネクタ受容部300がスライド部302とともに右方向にスライド
する。そして、スライド制限部310が挿設部306に接触され、スライド部302の右方向のス
ライドが制限される。
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　図6、7は、携帯型超音波診断装置用カート200に携帯型超音波診断装置100を載置した携
帯型超音波ユニットを示す図である。
【００４８】
　図6の携帯型超音波ユニットでは、携帯型超音波診断装置用カート200のカートコネクタ
220をカートコネクタ受容部300から取り外し、携帯型超音波診断装置100のコネクタ接続
部108にカートコネクタ220を取り付けて接続した形態を示している。このように、携帯型
超音波診断装置用カート200が携帯型超音波診断装置100に電気的に接続される。操作者は
、携帯型超音波診断装置100と、携帯型超音波診断装置100を載置した携帯型超音波診断装
置用カート200とからなる携帯型超音波ユニットとして使用することができる。
【００４９】
　携帯型超音波診断装置100のコネクタ接続部108にカートコネクタ220を取り付けて接続
した時、カートコネクタ受容部300を使用しないため、カートコネクタ受容部300を押して
、カートコネクタ受容部300を携帯型超音波診断装置用カート200の天板202の下面に収容
する。カートコネクタ受容部300が他の構成要素に比べて特に突出しないように、例えば
、複数の超音波探触子を保持する探触子ホルダ210の縁に合わせてカートコネクタ受容部3
00を収容することもできる。
【００５０】
　図7の携帯型超音波ユニットでは、携帯型超音波診断装置用カート200のカートコネクタ
220を携帯型超音波診断装置100のコネクタ接続部108から取り外し、カートコネクタ220が
カートコネクタホルダ214に保持された形態を示している。カートコネクタ220がカートコ
ネクタホルダ214に保持された状態で、図1と図2に示すように、携帯型超音波診断装置用
カート200から携帯型超音波診断装置100を分離することができる。
【００５１】
　以上、本発明の携帯型超音波診断装置用カート200又は携帯型超音波ユニットによれば
、携帯型超音波診断装置100のコネクタ接続部108に取り付けることにより、携帯型超音波
診断装置100と電気的に接続するカートコネクタ220と、カートコネクタ220がコネクタ接
続部108から取り外された際、カートコネクタ220を保持するカートコネクタホルダ214と
を備える。
【００５２】
　よって、携帯型超音波診断装置100と電気的に接続するカートコネクタ220を携帯型超音
波診断装置100の超音波探触子のコネクタを取り付けることができるコネクタ接続部108に
取り付けることができ、コネクタ接続部108を共通化している。よって、携帯型超音波診
断装置100及び携帯型超音波診断装置用カート200から突出する部分が少なくなり、携帯型
超音波診断装置100を搭載した場合であっても携帯型超音波診断装置用カート200又は携帯
型超音波ユニットの携帯性が高くなる。
【００５３】
　また、カートコネクタホルダ214によってカートコネクタ220が保持され、カートコネク
タ220が遥振することがなくなるため、安定して携帯型超音波診断装置用カート200又は携
帯型超音波ユニットを移動することができる。
【符号の説明】
【００５４】
　100　携帯型超音波診断装置、102　本体筐体、104　キーボード筐体、106　表示筐体、
108　コネクタ接続部、110、112　ヒンジ、200　携帯型超音波診断装置用カート、202　
天板、204　支柱、206　脚部、208　車輪、210　探触子ホルダ、212　コネクタ接続部、2
14　カートコネクタホルダ、216　コネクタ保持部、300　カートコネクタ受容部、302　
スライド部
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